
東海村 産業部 産業政策課 飛田 行 

（ＦＡＸ：０２９－２８２－２１４５）  

※3月 21日（木）までにご報告をお願いします。 

 

委員名：  

 

令和６年度地域公共交通確保維持改善事業に係る計画変更について（回答書） 

承 認 する 
（承認しない場合の理由等） 

承認しない 

 （内容） 

本年４月１日から茨城交通(株)による路線バスの減便が実施されることを受け，第

３２回東海村地域公共交通会議（令和５年６月２３日）で承認を受けた，令和６年度

地域公共交通確保維持改善事業（地域内フィーダー系統確保維持計画）に係る

計画運行回数の変更について承認を得たい。 

※計画運行回数の変更：2521.5回→2401.0回 

 

■ その他ご意見があればご記入ください。 

 

 


